
東京都議会議員選挙のお知らせ 
投票日：令和７年６月２２日（日） 

（告示日：令和７年６月１３日（金）） 
 

 東京都議会議員選挙は、令和７年６月２２日（日）が投票日です。 

住所の変更があった方は、転入の届出日・転出した日の条件により投票できる場所などが異なりますので、

下記によりご確認ください。 

■ 新宿区に転入された方へ ■ 
【新宿区で投票できる方】 
新宿区で投票できるのは「新宿区の選挙人名簿に登録されている方」です。 

今回の選挙で新たに選挙人名簿に登録されるのは、次の要件を満たす方です。 

 

 

 

 

【前住所地で投票できる方】 
次の要件のいずれも満たす方は、「前住所地の区市町村」で投票できます。 

 

 

 

 

 

※ 前住所地に 3か月以上住んでいた場合、前住所地の選挙人名簿に登録されている可能性があります。 

※ 前住所地を転出した日から 4か月を経過した場合は、選挙人名簿から登録がなくなります。詳し 

くは、前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 

※「転出した日」は、届出をした日ではなく「実際に引越した日」です。 

※ 前住所地で投票する場合は「引き続き都内に住所があること」の確認が必要です。 

  その際、新宿区の住所に書き換え済みの運転免許証やマイナンバーカード、「選挙用住民票」（注１）

があると確認に伴う時間が省略でき、スムーズに投票できます。 

  上記のものがなくても投票できますが、現住所確認のためお待たせすることがあります。 

（注１）「選挙用住民票」は新宿区では戸籍住民課住民記録係（本庁舎１階）及び各特別出張所 

（10か所）で無料にて発行します。 

※ 前住所地に投票用紙を請求し新宿区で不在者投票をすることもできます。詳しくは、前住所地の 

選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。 

 

【都外から転入した方は】 
  令和 7年 3月 13日以降に、都外から新宿区に転入の届出をした方は、東京都議会議員選挙の投票はで

きません。 

■ 新宿区内で転居された方へ ■ 
「5月 29日(木)までに区内で転居の届出」をされた方は、新住所の投票所で投票してください。 

(1) 「5月 30日(金)以降に区内で転居の届出」をされた方は、前住所の投票所で投票してください。 

※ 新たに選挙人名簿に登録される予定の方は、お手元に届く投票所整理券で投票所を必ずご確認 
ください。 

① 平成 19年 6月 23日までに生まれた日本国民であること 

② 令和 7年 3月 12日までに、新宿区へ転入の届出をしていること 

③ 令和 7年 6月 12日まで、引き続き新宿区に住民登録があること 

① 前住所地が都内であること 

② 平成 19年 6月 23日までに生まれた日本国民であること 

③ 令和 7年 3月 13日以降に、新宿区へ転入の届出をしていること 

④ 前住所地の選挙人名簿に登録があること 

 

【新宿区外にこれから転出する方、すでに転出した方は裏面をご覧ください】 

～ 住 所 の 変 更 を し た 方 へ ～ 
 



■ 新宿区から「都内」に転出する/された方へ ■ 
 

【令和 7年 3月 13日以降に転出し、新住所地への転入届をした方】 
新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます（新住所地では投票できません）。 

※ 新宿区の選挙人名簿に登録されている方には「投票所整理券」を発送します。令和 7年 5月 30 日

以降に転出された場合は、新住所地に届くよう郵便局に転居届をお出しください。 

※  新宿区で投票できる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、新宿区選挙 

管理委員会までお問い合わせください。 

【令和 7年 2月 22日～令和 7年 3月 12日の間に転出の方】 
(1) 新住所地で選挙人名簿に登録された方（令和 7年 3月 12日までに新住所地への転入届をした方）

は、新住所地で投票できます（新宿区では投票できません）。 

(2) 新住所地で選挙人名簿に登録されない方（令和7年3月13日以降に新住所地への転入届をした方）

で、新宿区の選挙人名簿に登録されている方は、新宿区で投票できます。また、新宿区で投票で

きる方は、新住所地で不在者投票をすることもできます。詳しくは、新宿区選挙管理委員会まで

お問い合わせください。 

【令和 7年 2月 21日以前に転出の方】 
(1) 新住所地で選挙人名簿に登録された方（令和 7年 3月 12日までに新住所地への転入届をした方）

は、新住所地で投票できます（新宿区では投票できません）。 

(2) 新住所地で選挙人名簿に登録されない方（令和 7 年 3 月 13 日以降に新住所地への転入届をした

方）で、新宿区に選挙人名簿登録されている方は、新宿区を転出した日から 4か月を経過しない

間は期日前投票ができる場合があります。詳しくは、新宿区選挙管理委員会にお問い合わせくだ

さい。 
 

※ 「転出した日」は届出をした日ではなく、「実際に引越した日」です。 

※ 新宿区を転出した日から 4か月を経過した場合は、選挙人名簿から登録がなくなります。 

※ 新宿区で投票する場合、「引き続き都内に住所があること」の確認が必要です。 

その際、新住所に書き換え済みの運転免許証やマイナンバーカード、「選挙用住民票」があると確認

に伴う時間が省略でき、スムーズに投票できます。 

 選挙用住民票がなくても投票できますが、現住所確認のためお待たせすることがあります。 

選挙用住民票は、新住所地の住民票取扱い窓口で交付を受けてください。 
 

 

■ 新宿区から「都外」に転出する/された方へ ■ 
  

令和 7年 6月 13日までに「都外」へ転出する/した方は、東京都議会議員選挙の投票はできません。

ただし、令和 7 年 6 月 14 日以降に都外へ転出する場合は、転出する日までの間、投票をすることがで

きます。 

 

■ ご注意 ■ 
 

⚫ 投票所整理券がお手元に届いても、選挙人名簿登録要件を満たさなくなった場合、要件を満たさない

事実が判明した場合、また新住所地で選挙人名簿に登録された場合は投票することができません。 

⚫ 新宿区の選挙人名簿の登録の有無など、ご不明な点については下記までお問合せください。 

⚫ 前住所地及び新住所地での選挙人名簿登録の有無などについては、それぞれの選挙管理委員会までお

問い合わせください。 

 
 新宿区選挙管理委員会事務局   〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-5-1 

TEL 03-5273-3740  FAX 03-5273-5230 


